
自転車安全利用五則
❶車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

普通自転車※の運転者が
歩道を通行することができる場合

●歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識や表示が
あるとき。

●13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者や体の不自
由な人が普通自転車を運転しているとき。

●車道または交通の状況に照らして、通行の安全を
確保するために、普通自転車が歩道を通行するこ
とがやむを得ないと認められるとき。

※普通自転車とは

❷交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

❸夜間はライトを点灯 ❹飲酒運転は禁止

❺ヘルメットを着用


